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 （目的） 
第１条 この要項は、顕著な研究業績を有する北海道大学医学部同窓会（以下「同窓会」という。） 
 の会員である若手研究者を表彰することにより創造的研究を奨励し、もって学術研究の推進に 
 資することを目的とする。 
 
 （名称） 
第２条 前条の表彰の名称は、北海道大学医学部同窓会フラテ研究奨励賞（以下「フラテ研究奨 
 励賞」という。）とする。 
 
 （公募） 
第３条 フラテ研究奨励賞は、毎年１０月に公募し、その応募者のうちから選考するものとする。 
２ 応募者は、指導教授または関連施設の長等の推薦に基づき、別に定める募集要領により申請 
 を行うものとする。 
３ 応募資格は、応募する年度の末日において４０歳未満である同窓会員であり、応募する年度まで

の年会費を完納している，次のいずれかに該当する者とする 
（１） 北海道大学医学部医学科を卒業した者 
（２） 前号以外の北海道大学大学院医学研究科または北海道大学大学院医学院を修了した 

     者（応募する年度末までに終了見込みの者を含む）で、応募する年度の末日現在２年以上 
の同窓会員歴を有する者 

（３） 第１号以外の北海道大学大学院医学研究院の教員で、応募する年度の末日現在２年以  
上の同窓会員歴を有する者                                     

（４） 第１号以外の北海道大学病院の教員または医員で、応募する年度の末日現在２年以上 
の同窓会員歴を有する者 

  
 （受賞者） 
第４条 受賞者は、年に５名以内とする。 
２ 受賞者には、賞状及び研究奨励金２０万円を授与する。 
 
 （選考委員会） 
第５条 同窓会に、受賞者の選考を行うため、フラテ研究奨励賞選考委員会を置く。 
 
 （選考委員会の組織） 
第６条 選考委員会は、同窓会長が指名し、かつ評議員会で承認された５名の委員で組織する。 
 
 （委員の任期） 
第７条 委員の任期は２年とする。 
２ 委員は再任されることができる。 
 
 （議事） 
第８条 選考委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。 
 
 （事務） 
第９条 フラテ研究奨励賞に関する事務は、同窓会事務局が行う。 
 
   付 記（平成１７年４月２５日） 
 この要項は、平成１７年４月２５日から実施する。 
   付 記（平成２５年４月２６日） 
 この要項は、平成２５年４月２６日から実施する。 
   付 記（平成２６年１１月２８日） 
 この要項は、平成２７年４月１日から実施する。 
   付 記（平成２８年３月２８日） 
 この要項は、平成２８年４月１日から実施する。 
   付 記（平成２９年４月２４日） 
 この要項は、平成２９年４月２４日から実施する。 
   付 記（平成３０年３月２９日） 
 この要項は、平成３０年３月２９日から実施する。 
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１．応募資格 
 北海道大学医学部同窓会（以下「同窓会」という。）の会員で、応募年度の末日現在４０ 
歳未満の若手研究者であり、応募する年度までの年会費を完納している、いずれかに該当 
する者とする。 

（１） 北海道大学医学部医学科を卒業した者
（２） 前号以外の北海道大学大学院医学研究科または北海道大学大学院医学院を修了した

者（応募する年度末までに終了見込みの者を含む）で、応募する年度の末日現在２年以上
の同窓会員歴を有する者

（３） 第１号以外の北海道大学大学院医学研究院の教員で、応募する年度の末日現在２年以
上の同窓会員歴を有する者

（４） 第１号以外の北海道大学病院の教員または医員で、応募する年度の末日現在２年以上
の同窓会員歴を有する者

なお、共同研究による論文対象は、応募者の年齢とする。 

２．募集期間 
毎年の１０月１日より１０月末日まで。 

３．応募方法 
 「フラテ研究奨励賞申請書」に必要な事項を記入し、関係書類を添えて同窓会事務局あて 
に提出する（指導教授または関連施設長等の推薦書を添付のこと）。 

４．受賞件数等 
受賞件数は５件以内とし、賞状及び１件につき２０万円の研究奨励金を授与する。 

５．研究奨励賞の使途 
 特に限定しない。 

６．選考結果 
 選考の結果、決定した受賞者は、北海道大学医学部掲示板上に発表する。同時に応募者全 
員に選考の結果を通知する。 

７．表彰 
受賞者は、当該年度の２月に開催される同窓会総会において表彰する。 

８．会員への報告 
 受賞者及び受賞の対象となった研究課題並びに選考経緯等は、同窓会新聞に掲載し会員に 
報告する。 

９．その他 
申請書の請求及び問い合わせは、下記の同窓会事務局あてに行うこと。 

〒 ０６０－８６３８ 札幌市北区北１５条西７丁目（医学部百年記念館１階）
ＴＥＬ ： （０１１）７０６－５００７ 

E-mail ： furate@med.hokudai.ac.jp




